
退職手当組合

職員手当 計 共　済　費 負　担　金

941,532 2,052,354 394,790 155,268

892,427 1,950,862 360,153 136,080

49,105 101,492 34,637 19,188

時間外勤務手当 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 管理職手当
管理職員特
別勤務手当 児童手当 備　　考

104,118 16,362 4,935 1,280 57,393 1,432 18,375

105,053 14,380 4,745 1,261 55,859 1,560 16,950

△ 935 1,982 190 19 1,534 △ 128 1,425

退職手当組合

職員手当 計 共　済　費 負　担　金

62,102 362,232 30,207 0

77,623 376,321 29,467 0

△ 15,521 △ 14,089 740 0

時間外勤務手当 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 管理職手当
管理職員特
別勤務手当 児童手当 備　　考

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

備　　考

備　　考

2,447,095

合　　　　計

2,602,412

155,317

費

費

合　　　　計

（単位　千円）

（単位　千円）

（単位　千円）

（単位　千円）

△ 13,349

392,439

405,788

議案第 24 号 

 

令和８年度大磯町国民健康保険事業特別会計予算 

 

令和８年度大磯町の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,043,000千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の３第２項の規定による一時借

入金の借入れの最高額は、140,000千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金

額を流用することができる場合は、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足

を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。 

 

 

令和８年２月13日提出 

 

大磯町長 池田 東一郎 
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第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

款 項

歳 入

金      額

（単位：千円）

国 民 健 康 保 険 税1 697,902

1 国 民 健 康 保 険 税 697,902

国 庫 支 出 金3 5,086

2 国 庫 補 助 金 5,086

県 支 出 金6 2,087,537

2 県 補 助 金 2,087,537

財 産 収 入8 105

1 財 産 運 用 収 入 105

繰 入 金9 247,259

1 他 会 計 繰 入 金 240,993

2 基 金 繰 入 金 6,266

繰 越 金10 1

1 繰 越 金 1

諸 収 入11 5,110

1 延 滞 金 及 び 過 料 3,001

2 預 金 利 子 1

3 雑 入 2,108

歳          入          合          計 3,043,000
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第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

款 項

歳 入

金      額

（単位：千円）

国 民 健 康 保 険 税1 697,902

1 国 民 健 康 保 険 税 697,902

国 庫 支 出 金3 5,086

2 国 庫 補 助 金 5,086

県 支 出 金6 2,087,537

2 県 補 助 金 2,087,537

財 産 収 入8 105

1 財 産 運 用 収 入 105

繰 入 金9 247,259

1 他 会 計 繰 入 金 240,993

2 基 金 繰 入 金 6,266

繰 越 金10 1

1 繰 越 金 1

諸 収 入11 5,110

1 延 滞 金 及 び 過 料 3,001

2 預 金 利 子 1

3 雑 入 2,108

歳          入          合          計 3,043,000

－219－

款 項

歳 出

金      額

（単位：千円）

総 務 費1 46,722

1 総 務 管 理 費 37,122

2 徴 税 費 9,336

3 運 営 協 議 会 費 264

保 険 給 付 費2 2,040,042

1 療 養 諸 費 1,788,033

2 高 額 療 養 費 243,509

3 葬 祭 費 2,400

4 出 産 育 児 諸 費 6,000

5 移 送 費 100

6 傷 病 手 当 費 0

国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金3 917,933

1 医 療 給 付 費 分 592,782

2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 221,930

3 介 護 納 付 金 分 81,810

4 子ども・子育て支援納付金分 21,411

保 健 事 業 費8 30,475

2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 30,475

基 金 積 立 金9 105

1 基 金 積 立 金 105

公 債 費10 1

1 公 債 費 1

諸 支 出 金11 5,722

1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 5,721

2 繰 出 金 1

予 備 費12 2,000

1 予 備 費 2,000

歳          出          合          計 3,043,000
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